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「適正な電力取引についての指針」の改定に関する建議について 
 
 
平成１１年１２月に制定された「適正な電力取引についての指針」については、

電力の適正な取引の確保を図るため、別添の改定事項のとおり、令和２年度冬期

のスポット市場価格の高騰等を踏まえた市場参加者への適切な情報開示に係る

ルールの整備等を内容とする改定を行う必要があると認められることから、電

気事業法第６６条の１４第１項の規定に基づき、貴職に建議いたします。 
  



 
適正な電力取引についての指針 改定事項 

 

 インサイダー情報の開示の対象となる出力低下の要件を現行の「10万 kW

以上の出力低下が 24時間以上継続することが合理的に見込まれる場合」

から「継続する 24時間以内で 240万 kWh以上の出力低下が合理的に見込

まれる場合」に変更する。 

 インサイダー情報の開示の対象の例外となる「日常的な運用」について、

卸電力市場の透明性を高める観点から、「日常的な運用」の意義及びそれ

による不開示を許容する範囲についての明確化を行う。 

 インサイダー情報の開示の対象となる出力低下を見込む期間について、市

場参加者の見通しのために実態を反映した情報開示とする趣旨から、停

止・出力低下が解消すると合理的に見込まれる時期を登録することが適切

である旨を明記する。 

 現行の指針では開示の対象となる停止や出力低下の公表に当たり、その原

因・理由の開示は任意とされているが、市場取引の公正性の観点から、イ

ンサイダー情報の開示の必須項目に「出力低下・停止の原因」を追加する。 

 


